
 

事務系パーソナルコンピューターの調達に関する 

一般競争入札公告 

 

地方独立行政法人岐阜県立多治見病院で使用するパーソナルコンピューターの調達につ

いて、一般競争入札を行うので、地方独立行政法人岐阜県立多治見病院契約事務取扱規定第

９条の規定により公告する。 

 

 令和７年６月９日 

地方独立行政法人岐阜県立多治見病院 

理事長 近藤 泰三  

 

１ 一般競争入札に付する事項 

   （1） 調達物品の名称及び数量 

               事務系パーソナルコンピューター ９５式 

                [内訳] ・デスクトップ型         ４式 

                       ・ノート型             ９１式 

   （2） 調達物品の仕様等 

           別紙①仕様書による 

   （3） 履行期限 

           別紙①仕様書による 

   （4） 納入場所 

           岐阜県多治見市前畑町５丁目１６１番地 

           岐阜県立多治見病院 情報システム課の担当者が指定する場所 

   （5） 入札に係るスケジュール 

           ２０２５年７月  ４日（金）    入札に関する質問受付期限 

           ２０２５年７月１０日（木）    入札に関する質問回答通知期限 

           ２０２５年７月１７日（木）    入札参加資格確認申請書類提出期限 

           ２０２５年７月２４日（木）    入札参加資格確認結果回答通知期限 

           ２０２５年７月３０日（水）    入札辞退届提出締め切り 

           ２０２５年７月３１日（木）    入札及び開札日 

２ 参加者の資格に関する事項 

   (1)  契約を締結する能力を有しない者でないこと及び破産者で復権を得ない者でない 

こと。 

   (2)  岐阜県入札参加資格者名簿（建設工事以外）に登録されている者であること。また 

は、同等の資格を有する者であることを証する以下の書類、(ｱ)登記事項証明書 

（90日以内に発行されたもの）、(ｲ)消費税等納税証明書（税務署が発行する 



「消費税及び地方消費税について未納の税額がない旨の証明書」（納税証明書 

（その３）、（その３の２）又は（その３の３））は 90 日以内に発行されたもの）、 

(ｳ)財務諸表を提出可能な者であること。 

   (3)  会社更生法（平成 14年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て（同法附

則第２条の規定により、なお従前の例によることとされる更生事件に係るものを

含む。以下同じ。）がなされている者（同法に基づき更生手続開始の申立てがなさ

れている者であっても、手続開始の決定後、岐阜県が別に定める手続きに基づく入

札参加資格の受付がなされている者を除く。）でないこと。 

   (4)  民事再生法（平成 11年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされ

ている者（同法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者であっても、手続

開始の決定後、岐阜県が別に定める手続きに基づく入札参加資格の受付がなされ

ている者を除く。）でないこと。 

   (5)  破産法（平成 16年法律第７６号）に基づき破産手続開始の申立てがなされた者及

びその開始決定がなされている者（同法附則第３条１項の規定によりなお従前の

例によることとされる破産事件に係るものを含む、）でないこと。 

   (6) 岐阜県から、岐阜県製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る指名停止措置要

領に基づく指名停止措置を、競争入札参加資格確認申請日から入札の日までの期

間内に受けていないこと。 

   (7) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第７７号）第２条第

２項に規定する暴力団及びその利益となる活動を行うもの出ないこと。 

   (8) 本公告に示した物品および数量を確実に納入し得ること。 

   (9) 調達物品に係る迅速なアフターサービス及びメンテナンスの体制が整備されてい

ること。 

３ 入札手続き等に関する事項 

   (1)  担当部局 

〒507-8522  

岐阜県多治見市前畑町５丁目１６１番地 地方独立行政法人岐阜県立多治見病院 

電話 0572-22-5311 

情報システム課  情報システム担当  三島（内線 2582） 

   (2)  競争入札参加資格の確認 

        ア． 入札参加希望者は、別紙②競争入札参加資格確認申請書に、２に掲げる資格

を証明する書類を添付して令和 7年 7月 17日（木）17時までに上記(1)の担

当に郵送（必着）又は持参し、参加資格の確認を受けなければならない。 

        イ． 入札参加資格の確認結果については、入札参加希望者に令和 7 年 7 月 24 日

（木）までに連絡する。 

        ウ． 競争入札参加資格確認申請書を提出しない者又は競争入札参加資格がないと

認められた者は、入札に参加することが出来ない。 

        エ． 申請後に参加を辞退する場合は令和 7年 7月 30日（水）までに上記(1)の担

当に別紙③入札辞退届を郵送（必着）又は持参しなければならない。 



   (3) 入札の日時及び場所 

        ア． 日時 令和 7年 7月 31日（木） 11:00 

        イ． 場所 岐阜県多治見市前畑町５丁目１６１番地 

             岐阜県多治見病院 旧中央診療棟３階会議室 

   (4) 開札の日時及び場所 

       入札終了後、直ちに入札の場所において行う。 

   (5) 契約条項を示す場所 

       ３の(1)に同じ。 

   (6) 入札方法等に関する事項 

       ア． 入札方法 

             入札は、本人又はその代理人が行うものとする。ただし、代理人が入札する

場合には、入札前に別紙④委任状を提出するものとする。 

             また、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額の 100分の 10に

相当する額を加算した金額（該当金額に 1円未満の端数があるときは、その

端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

見積もった契約希望金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載する

こと。 

       イ． 入札保証金 

       免除 

       ウ． 開札方法 

       開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合に

おいて、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係

のない職員を立ち会わせてこれを行う。 

       エ． 落札者の決定方法 

       予定価格に 110分の 100を乗じて得た額の範囲内で最低の金額をもって入札

した者を落札者とする。なお、予定価格に 110分の 100を乗じて得た価格の

範囲内の価格の入札書の提出が無い場合は、後日仕様を変更し入札公告を行

う予定。 

             また、落札となるべき同価の入札を行った者が２人以上あるときは、直ちに

当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合におい

ては、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者がある

ときは、別紙⑤くじ引きに係る委任状にて当該入札事務に関係のない岐阜県

立多治見病院職員にくじを引かせるものとする。 

       オ． 入札の無効 

本公告に示した入札参加資格のない者及び競争入札参加資格確認において

虚偽の申請を行った者の入札並びに次のいずれかに該当する場合の入札は、

無効とする。 

             ・入札者が２以上の入札を行ったとき 



             ・入札者が他人の代理をし、又は代理人が他人の代理を兼ねたとき 

             ・入札に関して談合等の不正行為があったとき 

             ・入札書に記名押印がないとき 

             ・入札書の記載事項の確認ができないとき 

             ・その他病院があらかじめ指定した事項に違反したとき 

       カ． 入札又は開札の中止 

天災その他やむを得ない理由により入札又は開札を行うことができないと

きは、これを中止する。この中止による損害は、入札者の負担とする。 

       キ． 落札の無効 

落札者は、落札の通知を受けた日から、原則として１週間以内に契約を締結

しなければ、その落札は無効とする。 

      ク． その他 

・一度提出した入札書は、これを書換え、引換え又は撤回をすることはでき

ない。 

・入札書は、別紙⑥とする。 

・入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国

通貨に限る。 

・入札は、納入場所渡しに要する一切の諸経費を含めた額で行う 

・その他、本入札執行については、地方独立行政法人岐阜県立多治見病院契

約事務取扱規程（平成 22 年 4 月 1 日規程第４５号）に定めるところによ

る。 

・動作確認に要する費用は入札者が負担するものとする。 

・郵送による参加者はくじ引きに係る委任状を提出することとする。 

・仕様等について質疑がある場合は、質問書（様式任意）を作成し、令和 7

年 7月 4日（金）17時までに担当部局へ提出すること。 

 回答については令和 7 年 7 月 10 日（木）17 時までに全ての入札参加希望

者の連絡担当者に、メールにて送信する。 

４ その他 

   (1) 契約書作成の要否 

    要。 

   (2) 契約保証金 

        要。ただし、地方独立行政法人岐阜県立多治見病院契約事務取扱規程（平成 22年

4月 1日規程第４５号）第３９条に該当するときは免除する。 

   (3) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、そのすべてを公表する

ことがある。 

   (4) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約

の締結をしないことがある。なお、この場合は、原則として改めて公告をし、入札

を行うものとする。 

 


